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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光透過性基材の一方の面上に、表面に凹凸形状を有する光学機能層を有する光学積層体で
あって、
前記光学機能層は、シリカ微粒子を含有し、
前記シリカ微粒子は、前記光学機能層中で３次元的網目状に分布しており、
前記光学機能層の厚み方向の断面において、前記シリカ微粒子が３次元的網目状に分布し
ている部分を含む領域を、電子顕微鏡にて倍率１万倍の条件で観察し、観察画面内から２
μｍ四方の領域における前記シリカ微粒子の占める面積率が最も大きくなるように前記２
μｍ四方の領域を選んだときの前記シリカ微粒子の面積率が、３０％以下であり、
前記光学機能層の表面の凹凸形状は、凹凸部の平均傾斜角θａが以下の式を満たす
ことを特徴とする光学積層体。
　０．０１°≦θａ≦０．０９°
【請求項２】
光学機能層の表面の凹凸形状は、凹凸のスキューネスをＳｋとしたとき、前記Ｓｋの絶対
値が以下の式を満たす請求項１記載の光学積層体。
　｜Ｓｋ｜≦０．５
【請求項３】
光学機能層の凹凸形状は、凹凸の算術平均粗さをＲａとしたとき、以下の式を満たす請求
項１又は２記載の光学積層体。
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　０．０２μｍ≦Ｒａ≦０．１０μｍ
【請求項４】
光学機能層の凹凸形状は、λａ＝２π×（Ｒａ／ｔａｎ（θａ））にて表される平均波長
λａが下記式を満たす請求項３記載の光学積層体。
　２００μｍ≦λａ≦８００μｍ
【請求項５】
光学機能層は、ハードコート層である請求項１、２、３又は４記載の光学積層体。
【請求項６】
光学機能層は、ハードコート層上に低屈折率層が積層された構造である請求項１、２、３
又は４記載の光学積層体。
【請求項７】
偏光素子を備えてなる偏光板であって、
前記偏光板は、偏光素子表面に請求項１、２、３、４、５又は６記載の光学積層体を備え
ることを特徴とする偏光板。
【請求項８】
請求項１、２、３、４、５若しくは６記載の光学積層体、又は、請求項７記載の偏光板を
備えることを特徴とする画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光学積層体、偏光板及び画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
陰極線管表示装置（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ（Ｐ
ＤＰ）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）、フィールドエミッションデ
ィスプレイ（ＦＥＤ）等の画像表示装置においては、反射防止性能、帯電防止性能、ハー
ドコート性や防汚性等の種々の性能を有する機能層からなる光学積層体が設けられている
。
【０００３】
このような光学積層体は、光透過性基材上に種々の光学機能層を積層してなるものである
。このため、光透過性基材上に、例えば、ハードコート層を形成させた場合、光透過性基
材とハードコート層との界面の反射光と、ハードコート表面の反射光とが干渉して、膜厚
のムラに起因して干渉縞と呼ばれるムラ模様が現れ、外観が損なわれるという問題点が生
じていた。
【０００４】
そのような干渉縞の発生を防ぐために、例えば、光透過性基材上にハードコート層を形成
する場合、ハードコート層を形成するための樹脂組成物に、光透過性基材に浸透して膨潤
又は溶解させることができる溶剤を使用することが知られている（例えば、特許文献１、
２参照）。このような溶剤を含む樹脂組成物を使用することで、溶剤の光透過性基材への
浸透に伴い樹脂組成物中の樹脂が光透過性基材中に含浸した含浸層が形成され、その結果
、光透過性基材とハードコート層との界面を実質上無くすことができ、干渉縞の発生を防
ぐことができる。
【０００５】
しかしながら、このような含浸層を形成することで干渉縞の防止を図った従来の光学積層
体では、干渉縞の発生を充分に防ぐためには含浸層を厚く形成しなければならず、必然的
にハードコート層を形成する際に使用する組成物の塗布量を多くする必要があった。
このため、光学積層体の薄膜化が難しくなったり、カールが発生したりするといった問題
があり、また、ハードコート層形成時の組成物が多くなると、形成するハードコート層の
厚みムラの原因となるとともに、製造コストが高くつくという問題もあった。
更に、画像表示装置の表面に用いられる光学積層体として、表面に凹凸形状を有する防眩
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層を光透過性基材上に設けることで防眩性が付与された光学積層体（防眩性フィルム）も
知られている。しかしながら、このような防眩性フィルムでは、干渉縞の発生を防止する
ことができても、白濁感が発生して表示画像のコントラストが低下するという問題があっ
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１３１００７号公報
【特許文献２】特開２００３－２０５５６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、上記現状に鑑みて、干渉縞及びカールの発生を充分に抑制しつつ、白濁感の発
生がなく、光学機能層の薄膜化を図ることができ、製造コストが高くなることを防止でき
る光学積層体、該光学積層体を用いてなる偏光板及び画像表示装置を提供することを目的
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、光透過性基材の一方の面上に、表面に凹凸形状を有する光学機能層を有する光
学積層体であって、上記光学機能層は、シリカ微粒子を含有し、上記シリカ微粒子は、上
記光学機能層中で３次元的網目状に分布しており、上記光学機能層の厚み方向の断面にお
いて、上記シリカ微粒子が３次元的網目状に分布している部分を含む領域を、電子顕微鏡
にて倍率１万倍の条件で観察し、観察画面内から２μｍ四方の領域における上記シリカ微
粒子の占める面積率が最も大きくなるように上記２μｍ四方の領域を選んだときの前記シ
リカ微粒子の面積率が、３０％以下であり、上記光学機能層の表面の凹凸形状は、凹凸部
の平均傾斜角θａが以下の式を満たすことを特徴とする光学積層体である。
　０．０１°≦θａ≦０．０９°
【０００９】
また、上記光学機能層の表面の凹凸形状は、凹凸のスキューネスをＳｋとしたとき、前記
Ｓｋの絶対値が以下の式を満たすことが好ましい。
　｜Ｓｋ｜≦０．５
また、上記光学機能層の凹凸形状は、凹凸の算術平均粗さをＲａとしたとき、以下の式を
満たすことが好ましい。
　０．０２μｍ≦Ｒａ≦０．１０μｍ
また、上記光学機能層の凹凸形状は、λａ＝２π×（Ｒａ／ｔａｎ（θａ））にて表され
る平均波長λａが下記式を満たすことが好ましい。
　２００μｍ≦λａ≦８００μｍ
また、上記光学機能層は、ハードコート層であることが好ましい。
また、上記光学積層体は、ハードコート層上に低屈折率層が積層された構造であることが
好ましい。
【００１０】
本発明はまた、偏光素子を備えてなる偏光板であって、上記偏光板は、偏光素子表面に上
述の光学積層体を備えることを特徴とする偏光板でもある。
本発明は、上述の光学積層体、又は、上述の偏光板を備えることを特徴とする画像表示装
置でもある。
以下に、本発明を詳細に説明する。
なお、本発明では、特別な記載がない限り、モノマー、オリゴマー、プレポリマー等の硬
化性樹脂前駆体も“樹脂”と記載する。
【００１１】
本発明者らは、光透過性基材の一方の面上に、光学機能層を有する構成の光学積層体につ
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いて鋭意検討した結果、上記光学機能層にシリカ微粒子が毛細血管状のある程度の塊を形
成して含有させ、上記光学機能層の表面に極めてなだらかな傾斜の凹凸形状を形成するこ
とで、干渉縞及びカールの発生を充分に抑制しつつ、光学機能層の薄膜化を図ることがで
き、製造コストが高くなることも防止することができることを見出し、本発明を完成する
に至った。
なお、従来、防眩性付与を目的として、光学機能層の表面に凹凸形状を有する光学積層体
（防眩性フィルム）が知られているが、本発明の光学積層体は、このような防眩性フィル
ムとは異なるものである。すなわち、本発明の光学積層体の光学機能層表面に形成された
凹凸形状は、従来の防眩性フィルムの表面に形成された凹凸形状と比較して、凹凸の高さ
がより低く、更に、凹凸部の傾斜角度がよりなだらかである。従って、光学機能層にこの
ような凹凸形状が形成された本発明の光学積層体では、従来の防眩性フィルムのような防
眩性は得られない。一方で、本発明によると、防眩性フィルムで問題となる外光による白
濁感の発生が生じず、コントラストに優れた映像を提供する光学積層体を得ることができ
る。
【００１２】
本発明は、光透過性基材の一方の面上に、表面に凹凸形状を有する光学機能層を有する光
学積層体である。
上記光透過性基材は、平滑性、耐熱性を備え、機械的強度に優れたものが好ましい。光透
過性基材を形成する材料の具体例としては、例えば、ポリエステル（ポリエチレンテレフ
タレート、ポリエチレンナフタレート）、セルローストリアセテート、セルロースジアセ
テート、セルロースアセテートブチレート、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ポ
リエーテルスルフォン、ポリスルフォン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン、ポリ塩
化ビニル、ポリビニルアセタール、ポリエーテルケトン、ポリメタクリル酸メチル、ポリ
カーボネート、又は、ポリウレタン等の熱可塑性樹脂やガラスが挙げられる。好ましくは
、ポリエステル（ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート）、セルロー
ストリアセテートが挙げられる。
【００１３】
上記光透過性基材は、上記材料を柔軟性に富んだフィルム状体として使用することが好ま
しいが、硬化性が要求される使用態様に応じて、板状体のものを使用してもよい。
【００１４】
その他、上記光透過性基材としては、脂環構造を有した非晶質オレフィンポリマー（Ｃｙ
ｃｌｏ－Ｏｌｅｆｉｎ－Ｐｏｌｙｍｅｒ：ＣＯＰ）フィルムが挙げられる。これは、ノル
ボルネン系重合体、単環の環状オレフィン系重合体、環状共役ジエン系重合体、ビニル脂
環式炭化水素系重合体等が用いられる基材で、例えば、日本ゼオン社製のゼオネックスや
ゼオノア（ノルボルネン系樹脂）、住友ベークライト社製のスミライトＦＳ－１７００、
ＪＳＲ社製のアートン（変性ノルボルネン系樹脂）、三井化学社製のアペル（環状オレフ
ィン共重合体）、Ｔｉｃｏｎａ社製のＴｏｐａｓ（環状オレフィン共重合体）、日立化成
社製のオプトレッツＯＺ－１０００シリーズ（脂環式アクリル樹脂）等が挙げられる。
また、トリアセチルセルロースの代替基材として旭化成ケミカルズ社製のＦＶシリーズ（
低複屈折率、低光弾性率フィルム）も好ましい。
【００１５】
上記光透過性基材の厚さとしては、フィルム状体の場合、２０～３００μｍであることが
好ましく、より好ましくは下限が３０μｍであり、上限が２００μｍである。光透過性基
材が板状体の場合には、これらの厚さを超える厚さであってもよい。
上記光透過性基材は、その上に上記ハードコート層を形成するのに際して、接着性向上の
ために、コロナ放電処理、酸化処理等の物理的又は化学的な処理のほか、アンカー剤又は
プライマーと呼ばれる塗料の塗布が予め行われていてもよい。
また、ＬＣＤ向けの光透過性基材として主に用いられることが多いトリアセチルセルロー
スを材料とし、かつ、ディスプレイ薄膜化を目指す場合は、上記光透過性基材の厚さとし
て２０～６５μｍが好ましい。
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【００１６】
本発明の光学積層体において、上記光学機能層は、毛細血管状に分布した特定の状態でシ
リカ微粒子を含有する。
上記シリカ微粒子がこのような特定の状態で上記光学機能層に含有されていることで、上
記光学機能層の表面に、極めてなだらかな傾斜の凹凸形状を形成され、干渉縞及びカール
の発生を充分に抑制しつつ、光学機能層の薄膜化を図ることができ、製造コストが高くな
ることも防止することができる。
【００１７】
本発明の光学積層体は、上記シリカ微粒子が上記光学機能層中で毛細血管状に分布してい
る。
このような本発明の光学積層体において、上記シリカ微粒子は、上記光学機能層の厚み方
向の断面を観察した際に、毛細血管状のある程度の塊で観察される。また、「毛細血管状
」とは、シリカ微粒子同士が密に凝集した凝集塊を形成しているのではなく、上記シリカ
微粒子同士が橋架け状にある程度の間隔をもった塊として分布していることを意味し、例
えば、上記光学機能層中で上記シリカ微粒子が３次元的網目状にある程度広がった塊で分
布しているとも言い換えることができる。
【００１８】
また、上記光学機能層の厚み方向の断面において、上記シリカ微粒子が毛細血管状に分布
している部分を含む領域を、電子顕微鏡（透過型が好ましい。例えば、日立ハイテク社製
Ｓ－４８００等が好適に用いられる）にて倍率１万倍の条件で観察し、観察画面内から２
μｍ四方の領域における上記シリカ微粒子の占める面積率が最も大きくなるように上記２
μｍ四方の領域を選んだときの面積率（以下、最大面積率ともいう）が３０％以下である
。上記最大面積率が３０％を超える場合、シリカ微粒子が密に凝集していることとなり、
充分に毛細血管状に分布しておらず、上記光学機能層の白化の原因となる。上記最大面積
率の好ましい上限は２５％、より好ましい上限は２０％である。また、上記最大面積率の
好ましい下限は５％である。上記最大面積率が５％未満であると、干渉縞の発生を充分に
抑制できる凹凸形状を上記光学機能層の表面に形成できないことがある。
なお、上記面積率は、上記電子顕微鏡で撮影した写真を画像処理ソフトウェア（例えば、
Ｍｅｄｉａ　Ｃｙｂｅｒｎｅｔｉｃｓ社製のＩｍａｇｅ－Ｐｒｏ　Ｐｌｕｓ等が好適に用
いられる）により算出できる。
【００１９】
更に、上記光学機能層の厚み方向の断面において、上記シリカ微粒子が毛細血管状に分布
している部分を含む領域を電子顕微鏡にて倍率１万倍の条件で観察したとき、上記シリカ
微粒子凝集体を１個の粒子と見做したとき、該凝集体のアスペクト比が２．０以上である
。上記アスペクト比が２．０未満であると、充分な毛細血管状の分布を形成しておらず、
上記光学機能層の表面に形成される凹凸の傾斜が急峻となって白化の原因となる。上記ア
スペクト比の好ましい下限は２．５であり、より好ましい下限は３．０である。
なお、上記アスペクト比は、上記電子顕微鏡で撮影した写真を画像処理ソフトウェア（例
えば、Ｍｅｄｉａ　Ｃｙｂｅｒｎｅｔｉｃｓ社製のＩｍａｇｅ－Ｐｒｏ　Ｐｌｕｓ等が好
適に用いられる）により算出できる
【００２０】
本発明の光学積層体において、上記シリカ微粒子としては、公知の物が使用できるが、な
かでも、フュームドシリカが好適に挙げられる。ここで、上記フュームドシリカとは、乾
式法で作製された２００ｎｍ以下の粒径を有する非晶質のシリカをいい、ケイ素を含む揮
発性化合物を気相で反応させることにより得られる。具体的には、例えば、ケイ素化合物
、例えば、ＳｉＣｌ４を酸素と水素の炎中で加水分解して生成されたもの等が挙げられる
。上記フュームドシリカは、湿式法で作製される沈殿法シリカやゲル法シリカと比べて、
密な凝集体を形成しにくいため、上記光学機能層中で毛細血管状に分布させる上で好まし
い。上記フュームドシリカとしては、具体的には、例えば、ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ８０５（
日本アエロジル社製）等が挙げられる。また、上記シリカ微粒子としては、コロイダルシ
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リカも密な凝集体を形成しにくく、好適に用いられる。上記コロイダルシリカとは、アル
コキシシランの加水分解により液相で合成して得られる非晶質シリカをいい、具体的には
、例えば、日産化学社製のスノーテック等が挙げられる。
【００２１】
上記シリカ微粒子は、表面処理されていることが好ましい。上記シリカ微粒子が表面処理
されていることで、上記光学機能層中で好適に毛細血管状に分布させることができ、また
、シリカ微粒子自体の耐薬品性及び耐ケン化性の向上を図ることもできる。
上記表面処理としては、疎水処理が好ましく、例えば、上記シリカ微粒子を、メチル基或
いはオクチルシランを有するシラン化合物等の表面処理剤で処理する方法等が挙げられる
。ここで、通常、上記シリカ微粒子の表面には水酸基が存在しているが、上記表面処理が
されることで上記シリカ微粒子表面の水酸基が少なくなり、更に、上記表面処理剤の種類
や処理量を調整することで、上記シリカ微粒子表面の水酸基の割合を調整することができ
る。それにより、上記シリカ微粒子の種類の凝集の程度を制御することができ、上述した
毛細血管状の分布を形成することが容易となる。
【００２２】
上記シリカ微粒子の含有量としては特に限定されないが、上記光学機能層中０．１～５．
０質量％であることが好ましい。０．１質量％未満であると、上記光学機能層に毛細血管
状で分布させることができないことがあり、５．０質量％を超えると、上記光学機能層に
白化の問題が生じることがある。より好ましい下限は０．５質量％、より好ましい上限は
３．０質量％である。
【００２３】
なお、上記シリカ微粒子の平均一次粒子径は１～２００ｎｍであることが好ましい。１ｎ
ｍ未満であると、上記光学機能層に毛細血管状で分布させることができないことがあり、
２００ｎｍを超えても、上記光学機能層に毛細血管状で分布させることができないことが
ある。より好ましい下限は１０ｎｍ、より好ましい上限は５０ｎｍである。
上記シリカ微粒子は、単粒子状態での形状が球状であることが好ましい。上記シリカ微粒
子の単粒子がこのような球状であることで、本発明の光学積層体を画像表示装置に適用し
た場合、高コントラストの表示画像を得ることができる。
なお、上記「球状」とは、例えば、真球状、楕円球状等が挙げられ、いわゆる不定形を除
く意味である。
【００２４】
上記光学機能層は、ハードコート性能を有することが好ましく、例えば、硬度が、ＪＩＳ
　Ｋ５６００－５－４（１９９９）による鉛筆硬度試験（荷重４．９Ｎ）において、Ｈ以
上であることが好ましく、２Ｈ以上であることがより好ましい。
【００２５】
また、本発明の光学積層体において、上記光学機能層は、光透過性基材の一方の面上に形
成されており、表面に凹凸形状を有する。上記光学機能層が表面に凹凸形状を有すること
で、本発明の光学積層体は、干渉縞の発生を防止できる。
上述したように、上記光学機能層の表面に形成された凹凸形状は、凹凸部の傾斜が、従来
公知の防眩層の凹凸形状の凹凸部の傾斜と比較してなだらかなものであるが、本発明の光
学積層体では、上記光学機能層の表面に形成された凹凸形状は、凹凸部の平均傾斜角をθ
ａとし、凹凸のスキューネスをＳｋとしたとき、上記θａ及びＳｋが以下の式を満たすこ
とが好ましい。
　０．０１°≦θａ≦０．１０°
　｜Ｓｋ｜≦０．５
【００２６】
上記光学機能層の表面に形成された凹凸形状により、干渉縞が防止できる理由は、光学機
能層表面で反射する光が拡散し、非干渉性の光となるためである。光を拡散させるために
は凹凸表面に傾斜があることが必要であり、その指標が平均傾斜角θａである。
本発明の光学積層体において、上記凹凸部の平均傾斜角θａの下限は０．０１°であるこ
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とが好ましい。０．０１°未満であると、傾斜が充分でなく、干渉縞を防止することがで
きないことがある。より好ましい下限は０．０３°であり、更に好ましい下限は０．０４
°である。また、上記凹凸部の平均傾斜角θａの上限は０．１０°であることが好ましい
。０．１０°を超えると、上記凹凸部の傾斜角度が過度に大きいため、外光の拡散反射に
よる白濁感の問題が生じることがある。より好ましい上限は０．０９°であり、更に好ま
しい上限は０．０８°である。
【００２７】
また、本発明においては上記凹凸のスキューネスＳｋの絶対値が０．５以下であることが
好ましい。上記スキューネスＳｋは、その絶対値が大きいほど、表面凹凸形状の、平均線
に対する非対称性が大きいことを示している。表面凹凸形状の非対称性が大きいとき、急
峻な山部分となだらかな谷部分が存在することとなり（Ｓｋ＞０のとき）、上記平均傾斜
角θａが上記範囲を満たしていても、その傾斜角分布に偏りが生じていることを示してい
る。すなわち、山部分は傾斜角が大きくなり、谷部分は傾斜角が小さくなる（Ｓｋ＜０の
ときは山と谷の関係が逆になる）。このような場合、傾斜角が大きい部分では、光の拡散
が過度に大きくなり白濁感の問題が生じる恐れがある一方、傾斜角が小さい部分では、好
適に干渉縞が防止できない恐れがある。上記Ｓｋの絶対値が０．５以下であれば、表面凹
凸形状の非対称性が小さいため、傾斜角度分布の偏りが適度に抑えられ、干渉縞を好適に
防止することができると同時に白濁感も抑えることができる。上記Ｓｋの絶対値は、より
好ましくは０．４以下であり、更に好ましくは０．２以下である。
【００２８】
また、本発明においては、凹凸の算術平均粗さをＲａとしたとき、以下の式を満たすこと
が好ましい。
　０．０２μｍ≦Ｒａ≦０．１０μｍ
本発明においては、凹凸形状の各凸部の大きさ（高さ）を制御することが好ましいが、そ
の指標が算術平均粗さＲａである。
上記凹凸の算術平均粗さＲａの好ましい下限は０．０２μｍである。上記Ｒａが０．０２
μｍ未満であると、光の波長に対し各凸部の大きさ（高さ）が小さすぎることになり、拡
散効果が得られないことがある。より好ましい下限は０．０３μｍであり、更に好ましい
下限は０．０４μｍである。また、上記Ｒａの好ましい上限は０．１０μｍである。Ｒａ
が０．１０μｍ超過であると、各凸部が大きくなりすぎ、透過光をゆがませるため、鮮明
な画像が得られなくなることがある。より好ましい上限は０．０９μｍであり、更に好ま
しい上限は０．０８μｍである。
【００２９】
また、本発明においては、λａ＝２π×（Ｒａ／ｔａｎ（θａ））で表される平均波長λ
ａが２００μｍ以上８００μｍ以下であることが好ましい。
上記平均波長λａは、凹凸の平均的な間隔を示すパラメータである。平均波長λａが２０
０μｍ未満であると、凹凸が小さすぎて干渉縞が防止できないか、あるいは、凹凸平面で
の傾斜角の変化が大きすぎて、白濁感が見られる恐れがある。平均波長λａが８００μｍ
超過であると、凹凸平面での傾斜角の変化が少なくなり、好適に干渉縞を防止できない恐
れがある。上記平均波長λａのより好ましい下限は３００μｍ、より好ましい上限は６０
０μｍである。
【００３０】
また、上記光学機能層の表面に形成された凹凸形状の十点平均粗さ（Ｒｚ）は、０．５μ
ｍ未満であることが好ましく、より好ましい上限は０．３μｍである。上記Ｒｚが０．５
μｍ以上であると、凹凸が大きすぎて白濁感が見られる恐れがある。上記Ｒｚの下限は特
に限定されず、拡散効果が得られる範囲で適宜調整される。
【００３１】
なお、本明細書において、上記のθａ、Ｓｋ、Ｒａ及びＲｚは、ＪＩＳ　Ｂ　０６０１－
１９９４に準拠する方法で得られた粗さ曲線から基準長さ毎に求められる値である。Ｒａ
及びＲｚはＪＩＳ　Ｂ　０６０１－１９９４に定義された値であり、θａは、表面粗さ測
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定器：ＳＥ－３４００　取り扱い説明書（１９９５．０７．２０改訂）（株式会社小坂研
究所）に記載の定義による値であり、図１に示すように、基準長さＬに存在する凸部高さ
の和（ｈ１＋ｈ２＋ｈ３＋・・・＋ｈｎ）のアークタンジェントθａ＝ｔａｎ－１｛（ｈ

１＋ｈ２＋ｈ３＋・・・＋ｈｎ）／Ｌ｝で求めることができる。
また、上記Ｓｋは下記の式により定義される値である。
【数１】

ここで、ｌは基準長さを表し、ｆ（ｘ）は粗さ曲線を表し、Ｒｑは二乗平均平方根粗さで
あり下記の式により定義される。
【数２】

このようなθａ、Ｓｋ、Ｒａ及びＲｚは、例えば、表面粗さ測定器：ＳＥ－３４００／株
式会社小坂研究所製等により測定して求めることができる。
【００３２】
本発明の光学積層体において、上記光学機能層は、ハードコート層であることが好ましい
。
上記ハードコート層の厚さとしては、２．０～７．０μｍであることが好ましい。２．０
μｍ未満であると、ハードコート層表面が傷付きやすくなることがあり、７．０μｍを超
えると、ハードコート層の薄膜化を図れないだけでなく、ハードコート層が割れやすくな
ったり、カールが問題となることがある。上記ハードコート層の厚さのより好ましい範囲
は２．０～５．０μｍである。なお、上記ハードコート層の厚さは、断面顕微鏡観察によ
り測定することができる。
【００３３】
上記ハードコート層は、上記シリカ微粒子がバインダー樹脂中に分散されていることが好
ましい。
上記バインダー樹脂としては、例えば、上記疎水化処理したシリカ微粒子の疎水性に応じ
て、極性が調整されていることが好ましい。バインダー樹脂の極性を調整する方法として
は、例えば、バインダー樹脂の水酸基価を調整することが挙げられる。バインダー樹脂の
極性を好適にすることで、上記シリカ微粒子の凝集・分散性を好適に制御し、上述した毛
細血管状で光学機能層中に分布させやすくなる。
【００３４】
上記バインダー樹脂としては、透明性のものが好ましく、例えば、紫外線又は電子線によ
り硬化する樹脂である電離放射線硬化型樹脂が紫外線又は電子線の照射により硬化したも
のであることが好ましい。
【００３５】
上記電離放射線硬化型樹脂としては、例えば、アクリレート系等の官能基を有する化合物
等の１又は２以上の不飽和結合を有する化合物が挙げられる。１の不飽和結合を有する化
合物としては、例えば、エチル（メタ）アクリレート、エチルヘキシル（メタ）アクリレ
ート、スチレン、メチルスチレン、Ｎ－ビニルピロリドン等を挙げることができる。２以
上の不飽和結合を有する化合物としては、例えば、トリメチロールプロパントリ（メタ）
アクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ペンタエ
リスリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレ
ート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオール
ジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、トリメチロ
ールプロパントリ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ（メタ）アク
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リレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、トリペンタエリスリト
ールオクタ（メタ）アクリレート、テトラペンタエリスリトールデカ（メタ）アクリレー
ト、イソシアヌル酸トリ（メタ）アクリレート、イソシアヌル酸ジ（メタ）アクリレート
、ポリエステルトリ（メタ）アクリレート、ポリエステルジ（メタ）アクリレート、ビス
フェノールジ（メタ）アクリレート、ジグリセリンテトラ（メタ）アクリレート、アダマ
ンチルジ（メタ）アクリレート、イソボロニルジ（メタ）アクリレート、ジシクロペンタ
ンジ（メタ）アクリレート、トリシクロデカンジ（メタ）アクリレート、ジトリメチロー
ルプロパンテトラ（メタ）アクリレート等の多官能化合物等を挙げることができる。なか
でも、ペンタエリスリトールテトラアクリレート（ＰＥＴＴＡ）が好適に用いられる。な
お、本明細書において「（メタ）アクリレート」は、メタクリレート及びアクリレートを
指すものである。また、本発明では、上記電離放射線硬化型樹脂として、上述した化合物
をＰＯ、ＥＯ等で変性したものも使用できる。
【００３６】
上記化合物のほかに、不飽和二重結合を有する比較的低分子量のポリエステル樹脂、ポリ
エーテル樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、アルキッド樹脂、スピロア
セタール樹脂、ポリブタジエン樹脂、ポリチオールポリエン樹脂等も上記電離放射線硬化
型樹脂として使用することができる。
【００３７】
上記電離放射線硬化型樹脂は、溶剤乾燥型樹脂（熱可塑性樹脂等、塗工時に固形分を調整
するために添加した溶剤を乾燥させるだけで、被膜となるような樹脂）と併用して使用す
ることもできる。溶剤乾燥型樹脂を併用することによって、ハードコート層を形成する際
に、塗液の塗布面の被膜欠陥を有効に防止することができる。
上記電離放射線硬化型樹脂と併用して使用することができる溶剤乾燥型樹脂としては特に
限定されず、一般に、熱可塑性樹脂を使用することができる。
上記熱可塑性樹脂としては特に限定されず、例えば、スチレン系樹脂、（メタ）アクリル
系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、ビニルエーテル系樹脂、ハロゲン含有樹脂、脂環式オレフィ
ン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、セルロー
ス誘導体、シリコーン系樹脂及びゴム又はエラストマー等を挙げることができる。上記熱
可塑性樹脂は、非結晶性で、かつ有機溶媒（特に複数のポリマーや硬化性化合物を溶解可
能な共通溶媒）に可溶であることが好ましい。特に、透明性や耐候性という観点から、ス
チレン系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、脂環式オレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂
、セルロース誘導体（セルロースエステル類等）等が好ましい。
【００３８】
また、上記ハードコート層は、熱硬化性樹脂を含有していてもよい。
上記熱硬化性樹脂としては特に限定されず、例えば、フェノール樹脂、尿素樹脂、ジアリ
ルフタレート樹脂、メラミン樹脂、グアナミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレ
タン樹脂、エポキシ樹脂、アミノアルキッド樹脂、メラミン－尿素共縮合樹脂、ケイ素樹
脂、ポリシロキサン樹脂等を挙げることができる。
【００３９】
上記シリカ微粒子及びバインダー樹脂を含有するハードコート層は、例えば、上述したシ
リカ微粒子、バインダー樹脂のモノマー成分及び溶剤を含有するハードコート層用組成物
を、光透過性基材上に塗布し、乾燥させて形成した塗膜を電離放射線照射等により硬化さ
せることで形成することができる。
【００４０】
上記ハードコート層用組成物に含まれる溶剤としては、例えば、アルコール（例、メタノ
ール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｓ－ブタノール
、ｔ－ブタノール、ベンジルアルコール、ＰＧＭＥ、エチレングリコール）、ケトン類（
アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等）、エー
テル類（ジオキサン、テトラヒドロフラン等）、脂肪族炭化水素類（ヘキサン等）、脂環
式炭化水素類（シクロヘキサン等）、芳香族炭化水素類（トルエン、キシレン等）、ハロ
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ゲン化炭素類（ジクロロメタン、ジクロロエタン等）、エステル類（酢酸メチル、酢酸エ
チル、酢酸ブチル等）、セロソルブ類（メチルセロソルブ、エチルセロソルブ等）、セロ
ソルブアセテート類、スルホキシド類（ジメチルスルホキシド等）、アミド類（ジメチル
ホルムアミド、ジメチルアセトアミド等）等が例示でき、これらの混合物であってもよい
。
【００４１】
上記ハードコート層用組成物は、更に光重合開始剤を含有することが好ましい。
上記光重合開始剤としては特に限定されず、公知のものを用いることができ、具体例には
、例えば、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、ミヒラーベンゾイルベンゾエート、α
－アミロキシムエステル、チオキサントン類、プロピオフェノン類、ベンジル類、ベンゾ
イン類、アシルホスフィンオキシド類が挙げられる。また、光増感剤を混合して用いるこ
とが好ましく、その具体例としては、例えば、ｎ－ブチルアミン、トリエチルアミン、ポ
リ－ｎ－ブチルホスフィン等が挙げられる。
【００４２】
上記光重合開始剤としては、上記バインダー樹脂がラジカル重合性不飽和基を有する樹脂
系の場合は、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、チオキサントン類、ベンゾイン、ベ
ンゾインメチルエーテル等を単独又は混合して用いることが好ましい。また、上記バイン
ダー樹脂がカチオン重合性官能基を有する樹脂系の場合は、上記光重合開始剤としては、
芳香族ジアゾニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳香族ヨードニウム塩、メタロセン化合
物、ベンゾインスルホン酸エステル等を単独又は混合物として用いることが好ましい。
【００４３】
上記ハードコート層用組成物における上記光重合開始剤の含有量は、上記バインダー樹脂
１００質量部に対して、０．５～１０．０質量部であることが好ましい。０．５質量部未
満であると、形成するハードコート層のハードコート性能が不充分となることがあり、１
０．０質量部を超えると、逆に硬化を阻害する可能性も出てくるため、好ましくない。
【００４４】
上記ハードコート層用組成物中における原料の含有割合（固形分）としては特に限定され
ないが、通常は５～７０質量％、特に２５～６０質量％とすることが好ましい。
【００４５】
上記ハードコート層用組成物には、ハードコート層の硬度を高くする、硬化収縮を抑える
、屈折率を制御する等の目的に応じて、従来公知の分散剤、界面活性剤、帯電防止剤、シ
ランカップリング剤、増粘剤、着色防止剤、着色剤（顔料、染料）、消泡剤、レベリング
剤、難燃剤、紫外線吸収剤、接着付与剤、重合禁止剤、酸化防止剤、表面改質剤、易滑剤
等を添加していてもよい。
上記レベリング剤としては、例えば、シリコーンオイル、フッ素系界面活性剤等が、ハー
ドコート層がベナードセル構造となることを回避することから好ましい。溶剤を含む樹脂
組成物を塗工し、乾燥する場合、塗膜内において塗膜表面と内面とに表面張力差等を生じ
、それによって塗膜内に多数の対流が引き起こされる。この対流により生じる構造はベナ
ードセル構造と呼ばれ、形成するハードコート層にゆず肌や塗工欠陥といった問題の原因
となる。
また、上記ベナードセル構造は、ハードコート層の表面の凹凸が大きくなりすぎて光学積
層体の外観を損なう恐れがある。前述のようなレベリング剤を用いると、この対流を防止
することができるため、欠陥やムラのないハードコート層膜が得られるだけでなく、ハー
ドコート層表面の凹凸形状の調整も容易となる。
【００４６】
上記ハードコート層用組成物の調製方法としては各成分を均一に混合できれば特に限定さ
れず、例えば、ペイントシェーカー、ビーズミル、ニーダー、ミキサー等の公知の装置を
使用して行うことができる。
【００４７】
上記ハードコート層用組成物を光透過性基材上に塗布する方法としては特に限定されず、
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例えば、スピンコート法、ディップ法、スプレー法、ダイコート法、バーコート法、ロー
ルコーター法、メニスカスコーター法、フレキソ印刷法、スクリーン印刷法、ピードコー
ター法等の公知の方法を挙げることができる。
上記の方法のいずれかでハードコート層用組成物を塗布した後、形成した塗膜を乾燥させ
るために加熱されたゾーンに搬送され各種の公知の方法で塗膜を乾燥させ溶剤を蒸発させ
る。ここで溶剤相対蒸発速度、固形分濃度、塗布液温度、乾燥温度、乾燥風の風速、乾燥
時間、乾燥ゾーンの溶剤雰囲気濃度等を選定することにより、シリカ微粒子の分布状態を
調整できる。
特に、乾燥条件の選定によってシリカ微粒子の毛細血管状での分布状態を調整する方法が
簡便で好ましい。具体的な乾燥温度としては、３０～１２０℃、乾燥風速では０．２～５
０ｍ／ｓであることが好ましく、この範囲内で適宜調整した乾燥処理を、１回又は複数回
行うことでシリカ微粒子の毛細血管状での分布状態を所望の状態に調整することができる
。
【００４８】
また、上記乾燥後の塗膜を硬化させる際の電離放射線の照射方法としては、例えば、超高
圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボンアーク灯、ブラックライト蛍光灯、メタル
ハライドランプ灯等の光源を用いる方法が挙げられる。
また、紫外線の波長としては、１９０～３８０ｎｍの波長域を使用することができる。電
子線源の具体例としては、コッククロフトワルト型、バンデグラフト型、共振変圧器型、
絶縁コア変圧器型、又は直線型、ダイナミトロン型、高周波型等の各種電子線加速器が挙
げられる。
【００４９】
また、本発明の光学積層体は、周囲からの映り込みを低減し、透過率を向上させることが
できることから、上記光学機能層は、上記ハードコート層上に低屈折率層が積層された構
造であることが好ましい。
なお、本発明の光学積層体が、光学機能層として上記低屈折率層を上記ハードコート層上
に有する場合、該低屈折率層の表面に上述した特定の凹凸形状が形成されていることが必
要である。
【００５０】
上記低屈折率層は、外部からの光（例えば蛍光灯、自然光等）が光学積層体の表面にて反
射する際、その反射率を低くするという役割を果たす層である。
上記低屈折率層としては、好ましくは１）シリカ、フッ化マグネシウム等の低屈折率粒子
を含有する樹脂、２）低屈折率樹脂であるフッ素系樹脂、３）シリカ又はフッ化マグネシ
ウムを含有するフッ素系樹脂、４）シリカ、フッ化マグネシウム等の低屈折率物質の薄膜
等のいずれかで構成される。フッ素系樹脂以外の樹脂については、上述したハードコート
層を構成するバインダー樹脂と同様の樹脂を用いることができる。
また、上述したシリカは、中空シリカ微粒子であることが好ましく、このような中空シリ
カ微粒子は、例えば、特開２００５－０９９７７８号公報の実施例に記載の製造方法にて
作製できる。
これらの低屈折率層は、その屈折率が１．４５以下、特に１．４２以下であることが好ま
しい。
また、低屈折率層の厚みは限定されないが、通常は３０ｎｍ～１μｍ程度の範囲内から適
宜設定すれば良い。
また、上記低屈折率層は単層で効果が得られるが、より低い最低反射率、あるいはより高
い最低反射率を調整する目的で、低屈折率層を２層以上設けることも適宜可能である。上
記２層以上の低屈折率層を設ける場合、各々の低屈折率層の屈折率及び厚みに差異を設け
ることが好ましい。
【００５１】
上記フッ素系樹脂としては、少なくとも分子中にフッ素原子を含む重合性化合物又はその
重合体を用いることができる。重合性化合物としては特に限定されないが、例えば、電離
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放射線で硬化する官能基、熱硬化する極性基等の硬化反応性の基を有するものが好ましい
。また、これらの反応性の基を同時に併せ持つ化合物でもよい。この重合性化合物に対し
、重合体とは、上記のような反応性基などを一切もたないものである。
【００５２】
上記電離放射線で硬化する官能基を有する重合性化合物としては、エチレン性不飽和結合
を有するフッ素含有モノマーを広く用いることができる。より具体的には、フルオロオレ
フィン類（例えばフルオロエチレン、ビニリデンフルオライド、テトラフルオロエチレン
、ヘキサフルオロプロピレン、パーフルオロブタジエン、パーフルオロ－２，２－ジメチ
ル－１，３－ジオキソール等）を例示することができる。（メタ）アクリロイルオキシ基
を有するものとしては、２，２，２－トリフルオロエチル（メタ）アクリレート、２，２
，３，３，３－ペンタフルオロプロピル（メタ）アクリレート、２－（パーフルオロブチ
ル）エチル（メタ）アクリレート、２－（パーフルオロヘキシル）エチル（メタ）アクリ
レート、２－（パーフルオロオクチル）エチル（メタ）アクリレート、２－（パーフルオ
ロデシル）エチル（メタ）アクリレート、α－トリフルオロメタクリル酸メチル、α－ト
リフルオロメタクリル酸エチルのような、分子中にフッ素原子を有する（メタ）アクリレ
ート化合物；分子中に、フッ素原子を少なくとも３個持つ炭素数１～１４のフルオロアル
キル基、フルオロシクロアルキル基又はフルオロアルキレン基と、少なくとも２個の（メ
タ）アクリロイルオキシ基とを有する含フッ素多官能（メタ）アクリル酸エステル化合物
等もある。
【００５３】
上記熱硬化する極性基として好ましいのは、例えば、水酸基、カルボキシル基、アミノ基
、エポキシ基等の水素結合形成基である。これらは、塗膜との密着性だけでなく、シリカ
等の無機超微粒子との親和性にも優れている。熱硬化性極性基を持つ重合性化合物として
は、例えば、４－フルオロエチレン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体；フ
ルオロエチレン－炭化水素系ビニルエーテル共重合体；エポキシ、ポリウレタン、セルロ
ース、フェノール、ポリイミド等の各樹脂のフッ素変性品等が挙げられる。
上記電離放射線で硬化する官能基と熱硬化する極性基とを併せ持つ重合性化合物としては
、アクリル又はメタクリル酸の部分及び完全フッ素化アルキル、アルケニル、アリールエ
ステル類、完全又は部分フッ素化ビニルエーテル類、完全又は部分フッ素化ビニルエステ
ル類、完全又は部分フッ素化ビニルケトン類等を例示することができる。
【００５４】
また、フッ素系樹脂としては、例えば、次のようなものを挙げることができる。
上記電離放射線硬化性基を有する重合性化合物の含フッ素（メタ）アクリレート化合物を
少なくとも１種類含むモノマー又はモノマー混合物の重合体；上記含フッ素（メタ）アク
リレート化合物の少なくとも１種類と、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）ア
クリレート、プロピル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、２－エチル
ヘキシル（メタ）アクリレートの如き分子中にフッ素原子を含まない（メタ）アクリレー
ト化合物との共重合体；フルオロエチレン、フッ化ビニリデン、トリフルオロエチレン、
クロロトリフルオロエチレン、３，３，３－トリフルオロプロピレン、１，１，２－トリ
クロロ－３，３，３－トリフルオロプロピレン、ヘキサフルオロプロピレンのような含フ
ッ素モノマーの単独重合体又は共重合体など。これらの共重合体にシリコーン成分を含有
させたシリコーン含有フッ化ビニリデン共重合体も用いることができる。この場合のシリ
コーン成分としては、（ポリ）ジメチルシロキサン、（ポリ）ジエチルシロキサン、（ポ
リ）ジフェニルシロキサン、（ポリ）メチルフェニルシロキサン、アルキル変性（ポリ）
ジメチルシロキサン、アゾ基含有（ポリ）ジメチルシロキサン、ジメチルシリコーン、フ
ェニルメチルシリコーン、アルキル・アラルキル変性シリコーン、フルオロシリコーン、
ポリエーテル変性シリコーン、脂肪酸エステル変性シリコーン、メチル水素シリコーン、
シラノール基含有シリコーン、アルコキシ基含有シリコーン、フェノール基含有シリコー
ン、メタクリル変性シリコーン、アクリル変性シリコーン、アミノ変性シリコーン、カル
ボン酸変性シリコーン、カルビノール変性シリコーン、エポキシ変性シリコーン、メルカ
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プト変性シリコーン、フッ素変性シリコーン、ポリエーテル変性シリコーン等が例示され
る。なかでも、ジメチルシロキサン構造を有するものが好ましい。
【００５５】
更には、以下のような化合物からなる非重合体又は重合体も、フッ素系樹脂として用いる
ことができる。すなわち、分子中に少なくとも１個のイソシアナト基を有する含フッ素化
合物と、アミノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基のようなイソシアナト基と反応する
官能基を分子中に少なくとも１個有する化合物とを反応させて得られる化合物；フッ素含
有ポリエーテルポリオール、フッ素含有アルキルポリオール、フッ素含有ポリエステルポ
リオール、フッ素含有ε－カプロラクトン変性ポリオールのようなフッ素含有ポリオール
と、イソシアナト基を有する化合物とを反応させて得られる化合物等を用いることができ
る。
【００５６】
また、上記したフッ素原子を持つ重合性化合物や重合体とともに、上記ハードコート層に
記載したような各バインダー樹脂を混合して使用することもできる。更に、反応性基等を
硬化させるための硬化剤、塗工性を向上させたり、防汚性を付与させたりするために、各
種添加剤、溶剤を適宜使用することができる。
【００５７】
上記低屈折率層の形成においては、上述した材料を添加してなる低屈折率層用組成物の粘
度を好ましい塗布性が得られる０．５～５ｍＰａ・ｓ（２５℃）、好ましくは０．７～３
ｍＰａ・ｓ（２５℃）の範囲のものとすることが好ましい。可視光線の優れた反射防止層
を実現でき、かつ、均一で塗布ムラのない薄膜を形成することができ、かつ、密着性に特
に優れた低屈折率層を形成することができる。
【００５８】
樹脂の硬化手段は、上述したハードコート層で説明したものと同様であってよい。硬化処
理のために加熱手段が利用される場合には、加熱により、例えばラジカルを発生して重合
性化合物の重合を開始させる熱重合開始剤がフッ素系樹脂組成物に添加されることが好ま
しい。
【００５９】
低屈折率層の層厚（ｎｍ）ｄＡは、下記式（１）：
　　　　　　　ｄＡ＝ｍλ／（４ｎＡ）　　（１）
　（上記式中、
　ｎＡは低屈折率層の屈折率を表し、
　ｍは正の奇数を表し、好ましくは１を表し、
　λは波長であり、好ましくは４８０～５８０ｎｍの範囲の値である）
を満たすものが好ましい。
【００６０】
また、本発明にあっては、低屈折率層は下記式（２）：
　　　　　　　１２０＜ｎＡｄＡ＜１４５　　　　（２）
を満たすことが低反射率化の点で好ましい。
【００６１】
本発明の光学積層体は、全光線透過率が９０％以上であることが好ましい。９０％未満で
あると、本発明の光学積層体を画像表示装置の表面に装着した場合において、色再現性や
視認性を損なうおそれがある。上記全光線透過率は、９１％以上であることがより好まし
い。
なお、上記全光線透過率は、ヘイズメーター（村上色彩技術研究所製、製品番号；ＨＭ－
１５０）を用いてＪＩＳ　Ｋ－７３６１に準拠した方法により測定することができる。
【００６２】
また、本発明の光学積層体は、全ヘイズが２．０％未満であることが好ましい。２．０％
以上であると、所望の光学特性が得られず、本発明の光学積層体を画像表示表面に設置し
た際の視認性が低下することがある。好ましくは１．５％以下、更に好ましくは１．０％
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以下である。
上記全ヘイズは、ヘイズメーター（村上色彩技術研究所製、製品番号；ＨＭ－１５０）を
用いてＪＩＳ　Ｋ－７１３６に準拠した方法により測定することができる。
【００６３】
また、本発明の光学積層体は、透過画像鮮明度が０．１２５ｍｍ櫛において７５～９５％
であり、かつ、２．０ｍｍ櫛において９５％以上であることが好ましい。０．１２５ｍｍ
櫛における透過画像鮮明度が７５％未満であると、画像を表示させた際の画像の鮮明性を
損ない、画質に劣る恐れがある。９５％超過であると、干渉縞が好適に防止できない恐れ
がある。０．１２５ｍｍ櫛における透過画像鮮明度は８０～９０％であることがより好ま
しい。また、２．０ｍｍ櫛における透過画像鮮明度が９５％未満であると、画像の鮮明性
が損なわれ、また、外光の拡散反射による白濁感が生じる恐れがある。
上記透過画像鮮明度は写像性測定器（スガ試験機製、製品番号；ＩＣＭ－１Ｔ）を用いて
、ＪＩＳ　Ｋ－７１０５の像鮮明度の透過法に準拠した方法により測定することができる
。
【００６４】
本発明の光学積層体は、コントラスト比が８０％以上であることが好ましく、より好まし
くは９０％以上である。８０％未満であると、本発明の光学積層体をディスプレイ表面に
装着した場合において、暗室コントラストに劣り視認性を損なう恐れがある。なお、本明
細書における、上記コントラスト比は、以下の方法により測定された値である。
すなわちバックライトユニットとして冷陰極管光源に拡散板を設置したものを用い、２枚
の偏光板（サムスン社製　ＡＭＮ－３２４４ＴＰ）を用い、該偏光板をパラレルニコルに
設置したときに通過する光の輝度のＬｍａｘを、クロスニコルに設置したときに通過する
光の輝度のＬｍｉｎで割った値（Ｌｍａｘ／Ｌｍｉｎ）をコントラストとし、光学積層体
（光透過性基材＋ハードコート層等）のコントラスト（Ｌ１）を、光透過性基材のコント
ラスト（Ｌ２）で割った値（Ｌ１／Ｌ２）×１００（％）をコントラスト比とする。
なお、上記輝度の測定は暗室下で行う。上記輝度の測定には、色彩輝度計（トプコン社製
　ＢＭ－５Ａ）を用い、色彩輝度計の測定角は、１°に設定し、サンプル上の視野φ５ｍ
ｍで測定する。また、バックライトの光量は、サンプルを設置しない状態で、２枚の偏光
板をパラレルニコルに設置したときの輝度が３６００ｃｄ／ｍ２になるように設置する。
【００６５】
本発明の光学積層体は、上記光学機能層がハードコート層である場合、光透過性基材上に
、例えば、シリカ微粒子、バインダー樹脂のモノマー成分及び溶剤を含有するハードコー
ト層用組成物を使用してハードコート層を形成することにより製造することができる。ま
た、上記光学機能層が上記ハードコート層上に低屈折率層が積層された構造の場合、光透
過性基材上に、例えば、シリカ微粒子、バインダー樹脂のモノマー成分及び溶剤を含有す
るハードコート層用組成物を使用してハードコート層を形成した後、上述した低屈折率層
用組成物を使用してハードコート層上に低屈折率層を形成することにより製造することが
できる。
上記ハードコート層用組成物及びハードコート層の形成方法、低屈折率層用組成物及び低
屈折率層の形成方法については、上述したのと同様の材料、方法が挙げられる。
【００６６】
本発明の光学積層体は、偏光素子の表面に、本発明による光学積層体を該光学積層体にお
けるハードコート層が存在する面と反対の面に設けることによって、偏光板とすることが
できる。このような偏光板もまた、本発明の一つである。
【００６７】
上記偏光素子としては特に限定されず、例えば、ヨウ素等により染色し、延伸したポリビ
ニルアルコールフィルム、ポリビニルホルマールフィルム、ポリビニルアセタールフィル
ム、エチレン－酢酸ビニル共重合体系ケン化フィルム等を使用することができる。上記偏
光素子と本発明の光学積層体とのラミネート処理においては、光透過性基材（トリアセチ
ルセルロースフィルム）にケン化処理を行うことが好ましい。ケン化処理によって、接着
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性が良好になり帯電防止効果も得ることができる。
【００６８】
本発明は、上記光学積層体又は上記偏光板を備えてなる画像表示装置でもある。
上記画像表示装置は、ＬＣＤ、ＰＤＰ、ＦＥＤ、ＥＬＤ（有機ＥＬ、無機ＥＬ）、ＣＲＴ
、タブレットＰＣ、タッチパネル、電子ペーパー等の画像表示装置であってもよい。
【００６９】
上記の代表的な例であるＬＣＤは、透過性表示体と、上記透過性表示体を背面から照射す
る光源装置とを備えてなるものである。本発明の画像表示装置がＬＣＤである場合、この
透過性表示体の表面に、本発明の光学積層体又は本発明の偏光板が形成されてなるもので
ある。
【００７０】
本発明が上記光学積層体を有する液晶表示装置の場合、光源装置の光源は光学積層体の下
側から照射される。なお、液晶表示素子と偏光板との間に、位相差板が挿入されてよい。
この液晶表示装置の各層間には必要に応じて接着剤層が設けられてよい。
【００７１】
上記画像表示装置であるＰＤＰは、表面ガラス基板（表面に電極を形成）と当該表面ガラ
ス基板に対向して間に放電ガスが封入されて配置された背面ガラス基板（電極および、微
小な溝を表面に形成し、溝内に赤、緑、青の蛍光体層を形成）とを備えてなるものである
。本発明の画像表示装置がＰＤＰである場合、上記表面ガラス基板の表面、又はその前面
板（ガラス基板又はフィルム基板）に上述した光学積層体を備えるものでもある。
【００７２】
上記画像表示装置は、電圧をかけると発光する硫化亜鉛、ジアミン類物質：発光体をガラ
ス基板に蒸着し、基板にかける電圧を制御して表示を行うＥＬＤ装置、又は、電気信号を
光に変換し、人間の目に見える像を発生させるＣＲＴなどの画像表示装置であってもよい
。この場合、上記のような各表示装置の最表面又はその前面板の表面に上述した光学積層
体を備えるものである。
【００７３】
本発明の画像表示装置は、いずれの場合も、テレビジョン、コンピュータ、電子ペーパー
、タッチパネル、タブレットＰＣなどのディスプレイ表示に使用することができる。特に
、ＣＲＴ、液晶パネル、ＰＤＰ、ＥＬＤ、ＦＥＤ、タッチパネルなどの高精細画像用ディ
スプレイの表面に好適に使用することができる。
【発明の効果】
【００７４】
本発明の光学積層体は、上述した構成からなるものであるため、干渉縞及びカールの発生
を充分に抑制しつつ、白濁感の発生がなく、光学機能層の薄膜化を図ることができ、製造
コストが高くなることを防止できる。
このため、本発明の光学積層体は、陰極線管表示装置（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ）、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（Ｅ
ＬＤ）、フィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）、電子ペーパー等に好適に適用
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】θａの測定方法の説明図である。
【図２】実施例５に係る光学積層体の断面写真である。
【図３】比較例１に係る光学積層体の断面写真である。
【発明を実施するための形態】
【００７６】
本発明の内容を下記の実施例により説明するが、本発明の内容はこれらの実施態様に限定
して解釈されるものではない。また、特別に断りの無い限り、「部」及び「％」は質量基
準である。
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【００７７】
（実施例１）
光透過性基材（厚み６０μｍトリアセチルセルロース樹脂フィルム、富士フィルム社製、
ＴＤ６０ＵＬ）を準備し、該光透過性基材の片面に、下記に示した組成のハードコート層
用組成物を塗布し、塗膜を形成した。次いで、形成した塗膜に対して、０．２ｍ／ｓの流
速で７０℃の乾燥空気を１５秒間流通させた後、さらに１０ｍ／ｓの流速で７０℃の乾燥
空気を３０秒間流通させて乾燥させることにより塗膜中の溶剤を蒸発させ、紫外線照射装
置（フュージョンＵＶシステムジャパン社製、光源Ｈバルブ）を用いて、紫外線を窒素雰
囲気（酸素濃度２００ｐｐｍ以下）下にて積算光量が１００ｍＪ／ｃｍ２になるように照
射して塗膜を硬化させることにより、４μｍ厚み（硬化時）のハードコート層を形成し、
実施例１に係る光学積層体を製造した。
【００７８】
（ハードコート層用組成物）
フュームドシリカ（オクチルシラン処理；平均粒子径１２ｎｍ、日本アエロジル社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１質量部
ペンタエリスリトールテトラアクリレート（ＰＥＴＴＡ）（製品名：ＰＥＴＡ、ダイセル
・サイテック社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０質量部
ウレタンアクリレート（製品名：ＵＶ１７００Ｂ、日本合成化学社製）　　　４０質量部
イルガキュア１８４（ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　　　　　　　　　　５質量部
ポリエーテル変性シリコーン（ＴＳＦ４４６０、モメンティブ・パフォーマンス・マテリ
アルズ社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０２５質量部
トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０５質量部
イソプロピルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
シクロヘキサノン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５質量部
なお、フュームドシリカは、オクチル基を有するシラン化合物（オクチルシラン）により
、シラノール基をオクチルシリル基で置換して疎水化処理されたものである。
【００７９】
（実施例２）
フュームドシリカの配合量を１．５質量部とした以外は、実施例１と同様にしてハードコ
ート層用組成物を調製し、該ハードコート層用組成物を用いた以外は、実施例１と同様に
して実施例２に係る光学積層体を製造した。
【００８０】
（実施例３）
フュームドシリカの配合量を０．５質量部とした以外は、実施例１と同様にしてハードコ
ート層用組成物を調製し、該ハードコート層用組成物を用いた以外は、実施例１と同様に
して実施例３に係る光学積層体を製造した。
【００８１】
（実施例４）
フュームドシリカの配合量を２．５質量部とした以外は、実施例１と同様にしてハードコ
ート層用組成物を調製し、該ハードコート層用組成物を用いた以外は、実施例１と同様に
して実施例４に係る光学積層体を製造した。
【００８２】
（実施例５）
光透過性基材（厚み６０μｍトリアセチルセルロース樹脂フィルム、富士フィルム社製、
ＴＤ６０ＵＬ）を準備し、該光透過性基材の片面に、下記に示した組成のハードコート層
用組成物を塗布し、塗膜を形成した。次いで、形成した塗膜に対して、０．２ｍ／ｓの流
速で７０℃の乾燥空気を１５秒間流通させた後、さらに１０ｍ／ｓの流速で７０℃の乾燥
空気を３０秒間流通させて乾燥させることにより塗膜中の溶剤を蒸発させ、紫外線照射装
置（フュージョンＵＶシステムジャパン社製、光源Ｈバルブ）を用いて、紫外線を窒素雰
囲気（酸素濃度２００ｐｐｍ以下）下にて積算光量が５０ｍＪ／ｃｍ２になるように照射
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して塗膜を硬化させることにより、４μｍ厚み（硬化時）のハードコート層を形成した。
【００８３】
（ハードコート層用組成物）
フュームドシリカ（オクチルシラン処理；平均粒子径１２ｎｍ、日本アエロジル社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１質量部
ペンタエリスリトールテトラアクリレート（ＰＥＴＴＡ）（製品名：ＰＥＴＡ、ダイセル
・サイテック社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０質量部
ウレタンアクリレート（製品名：ＵＶ１７００Ｂ、日本合成化学社製）　　　４０質量部
イルガキュア１８４（ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　　　　　　　　　　５質量部
ポリエーテル変性シリコーン（ＴＳＦ４４６０、モメンティブ・パフォーマンス・マテリ
アルズ社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０２５質量部
トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０５質量部
イソプロピルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
シクロヘキサノン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５質量部
なお、フュームドシリカは、オクチル基を有するシラン化合物（オクチルシラン）により
、シラノール基をオクチルシリル基で置換して疎水化処理されたものである。
【００８４】
次いで、形成したハードコート層の表面に、下記組成の低屈折率層用組成物を、乾燥後（
４０℃×１分）の膜厚が０．１μｍとなるように塗布し、紫外線照射装置（フュージョン
ＵＶシステムジャパン社製、光源Ｈバルブ）を用いて、窒素雰囲気（酸素濃度２００ｐｐ
ｍ以下）下にて、積算光量１００ｍＪ／ｃｍ２で紫外線照射を行って硬化させて低屈折率
層を形成し、実施例５に係る光学積層体を製造した。
【００８５】
（低屈折率層用組成物）
中空シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分：２０質量％、溶液；メチルイソブチルケト
ン、平均粒径：５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）（ダイセル・サイテック社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　０．３５質量部
変性シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学工業社製）　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【００８６】
（実施例６）
フュームドシリカの配合量を１．５質量部とした以外は、実施例５と同様にしてハードコ
ート層用組成物を調製し、該ハードコート層用組成物を用いた以外は、実施例５と同様に
して実施例６に係る光学積層体を製造した。
【００８７】
（実施例７）
フュームドシリカの配合量を０．５質量部とした以外は、実施例５と同様にしてハードコ
ート層用組成物を調製し、該ハードコート層用組成物を用いた以外は、実施例５と同様に
して実施例７に係る光学積層体を製造した。
【００８８】
（実施例８）
フュームドシリカの配合量を２．５質量部とした以外は、実施例５と同様にしてハードコ
ート層用組成物を調製し、該ハードコート層用組成物を用いた以外は、実施例５と同様に
して実施例８に係る光学積層体を製造した。
【００８９】
（実施例９）
フュームドシリカの配合量を４質量部とした以外は、実施例１と同様にしてハードコート



(18) JP 6314384 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

層用組成物を調製し、該ハードコート層用組成物を用いた以外は、実施例１と同様にして
実施例９に係る光学積層体を製造した。
【００９０】
（比較例１）
フュームドシリカに代えて、ゲル法シリカ微粒子（平均粒径１．５μｍ、ＡＸ－２０４　
Ｎｉｐｇｅｌ　東ソー・シリカ社製）を１．５質量部用い、硬化時の塗膜厚を１．５μｍ
とした以外は、実施例１と同様にしてハードコート層用組成物を調製し、該ハードコート
層用組成物を用いた以外は、実施例１と同様にして比較例１に係る光学積層体を製造した
。
【００９１】
（比較例２）
下記に示した組成のハードコート層用組成物を用い、形成するハードコート層を１０μｍ
厚み（硬化時）とした以外は、実施例１と同様にして比較例２に係る光学積層体を製造し
た。
【００９２】
（ハードコート層用組成物）
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）（製品名：ＰＥＴ３０、日本化薬社
製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
イルガキュア１８４（ＢＡＳＦジャパン社製）　　　　　　　　　　　　　　　５質量部
ポリエーテル変性シリコーン（ＴＳＦ４４６０、モメンティブ・パフォーマンス・マテリ
アルズ社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０２５質量部
メチルエチルケトン（ＭＥＫ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０質量部
メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５質量部
【００９３】
得られた実施例及び比較例に係る光学積層体を下記項目について評価した。
全ての結果を表１に示した。
【００９４】
（凹凸部の平均傾斜角（θａ）、凹凸のスキューネス（Ｓｋ）、凹凸の算術平均粗さ（Ｒ
ａ）
表面粗さ測定器：ＳＥ－３４００／株式会社小坂研究所製を用いて、ＪＩＳ　Ｂ　０６０
１－１９９４に準拠し、かつ、以下の条件にて粗さ曲線を測定して、θａ、Ｓｋ及びＲａ
を測定した。なお、表１において、スキューネス（Ｓｋ）は、実測値を示した。
（１）表面粗さ検出部の触針：
型番／ＳＥ２５５５Ｎ（２μ触針）、株式会社小坂研究所製
（先端曲率半径２μｍ／頂角：９０度／材質：ダイヤモンド）
（２）表面粗さ測定器の測定条件：
基準長さ（粗さ曲線のカットオフ値λｃ）：２．５ｍｍ
評価長さ（基準長さ（カットオフ値λｃ）×５）：１２．５ｍｍ
触針の送り速さ：０．５ｍｍ／ｓ
予備長さ：（カットオフ値λｃ）×２
縦倍率：２０００倍
横倍率：１０倍
なお、通常カットオフ値は０．８ｍｍが使用されることが多いが、本発明においては、カ
ットオフ値を２．５ｍｍに設定して測定を行った。
また、λａ＝２π×（Ｒａ／ｔａｎ（θａ））の式により、λａを算出した。
【００９５】
（ヘイズ）
ＪＩＳ　Ｋ７１３６に準拠し、ヘイズメーターＨＭ－１５０（村上色彩技術研究所製）を
用いて、得られた光学積層体のヘイズを測定した。
【００９６】
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（透過画像鮮明度）
ＪＩＳ　Ｋ７１０５に準拠し、写像性測定器ＩＣＭ－１Ｔ（スガ試験機製）を用いて、透
過測定により、得られた光学積層体の０．１２５ｍｍ櫛及び２．０ｍｍ櫛における透過画
像鮮明度を測定した。
【００９７】
（干渉縞）
実施例及び比較例で得られた各光学積層体のハードコート層と逆の面（光透過性基材面）
を、透明粘着剤を介して、裏面反射を防止するための黒アクリル板に貼り、ハードコート
層又は低屈折率層の面から各光学積層体にナトリウムランプを照射し、目視で観察し、干
渉縞の発生の有無を以下の基準により評価した。
◎：干渉縞の発生は全くなかった。
○：干渉縞の発生が若干あるが、問題ないレベルであった。
×：干渉縞の発生があった。
（白濁感）
実施例及び比較例で得られた各光学積層体のハードコート層と逆の面（光透過性基材面）
を、透明粘着剤を介して、黒アクリル板に貼り、暗室にて卓上スタンド（３波長蛍光灯管
）の下で、白濁感を観察し、以下の基準により評価した。
◎：白さが観察されなかった。
○：白さがわずかに観察されたが気にならない程度であった。
×：白さが観察された。
【００９８】
（カール）
光学積層体のカールの度合いは、実施例及び比較例に係る光学積層体を１０ｃｍ×１０ｃ
ｍにカットしたサンプル片を水平な台（平面）の上に置き、ハードコート層の端点間の距
離を測定したときの当該距離の平均値（ｍｍ）を以下のように表した。
○：８０ｍｍ以上
×：８０ｍｍ未満
【００９９】
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【表１】

【０１００】
表１に示したように、実施例に係る光学積層体は、干渉縞、白濁感、カールの全ての評価
において良好であった。また、実施例に係る光学積層体は、透過画像鮮明度の評価が、い
ずれも０．１２５ｍｍ櫛において７５～９５％の範囲内、２．０ｍｍ櫛において９５％以
上であり、良好な結果であり、ヘイズも充分に低いものであった。
一方、比較例１に係る光学積層体はシリカが毛細血管状に分布しておらず、滑らかな凹凸
形状が形成できていないため、θａの値が大きく、白濁感及び透過画像鮮明度に劣るもの
であった。また、比較例２に係る光学積層体は、ハードコート層用組成物として光透過性
基材を膨潤させるＭＥＫを用い、さらにハードコート層膜厚を１０μｍになるよう塗布量
を多くすることで、ハードコート層と光透過性基材との界面からの反射光を低減させるこ
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とにより、干渉縞を防止しているが、カールの評価に劣るものであった。
【０１０１】
また、以下の方法で、各実施例及び比較例１に係る光学積層体のハードコート層の厚み方
向の断面における最大面積率を算出した。
得られた各光学積層体を包埋樹脂にて包埋後、ミクロトームにて該光学積層体面に垂直な
方向に切断して厚さ７０ｎｍの切片を作製し、現れたハードコート層断面を、走査型電子
顕微鏡（ＳＴＥＭ：Ｓ－４８００、日立ハイテク社製）を用いて倍率１万倍で測定し、上
記各光学積層体の断面写真を撮影した。撮影した画像を画像処理ソフトウェア（Ｍｅｄｉ
ａ　Ｃｙｂｅｒｎｅｔｉｃｓ社製のＩｍａｇｅ－Ｐｒｏ　Ｐｌｕｓ　ｖｅｒ．６．２）に
取り込んだ。Ｉｍａｇｅ－Ｐｒｏ　Ｐｌｕｓにて矩形ＲＯＩで２μｍ四方の領域を限定選
択し、カウント／サイズコマンドを用い（輝度レンジ選択条件を「暗い色のオブジェクト
を自動抽出」とした）、黒部分（シリカ微粒子を表す）の合計面積を算出し、２μｍ四方
の領域の全体面積（＝４μｍ２）で割ることにより面積率を算出した。これを、撮影した
画像の中のシリカ微粒子が多く存在しているところを１０ヶ所目視で選んでそれぞれ上記
面積率を算出し、そのうちの最大値を最大面積率とした。
また、アスペクト比は以下のように算出した。
上記と同様に撮影した光学積層体のハードコート層の厚み方向の断面画像を、画像処理ソ
フトウェア（Ｉｍａｇｅ－Ｐｒｏ　Ｐｌｕｓ）に取り込み、Ｉｍａｇｅ－Ｐｒｏ　Ｐｌｕ
ｓのフィルタコマンドからモフォロジカルタブを選び、フィルタとして「収縮」、オプシ
ョンとして「７×７円形、回数：１」の条件でフィルタ処理をかけた。次に、カウント／
サイズコマンド（輝度レンジ選択条件を「暗い色のオブジェクトを自動抽出」とした）を
用いてシリカ凝集体を測定し、測定項目の楕円長短軸比を算出した。その際、選別レンジ
は以下に示すようにした。測定された楕円長短軸比のうち、大きい方から５個（抽出され
た粒子が５未満のときは抽出された粒子全て）の平均をアスペクト比とした。
＜選別レンジ＞楕円長短軸比（１～１００００００）、面積（１０００～９８４１９００
００ｎｍ２）、フェレ径（最小）（０～９９２０６４５ｎｍ）、フェレ径（最大）（５０
０～９９２０６４５ｎｍ）
【０１０２】
実施例５に係る光学積層体の断面写真を図２に示し、比較例１に係る光学積層体の断面写
真を図３に示す。
図２に示したように、実施例５に係る光学積層体は、ハードコート層におけるシリカ微粒
子が毛細血管状に分布しており、最大面積率は１９％、アスペクト比は３．５であった。
なお、その他の実施例に係る光学積層体については図示しないが、いずれもハードコート
層におけるシリカ微粒子は毛細血管状に分布しており、最大面積率は３０％以下、アスペ
クト比は２．０以上であった。
また、図３に示したように、比較例１に係る光学積層体は、ハードコート層におけるシリ
カ微粒子が密な塊状として分布しており、最大面積率は４０％、アスペクト比は１．６で
あった。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
本発明の光学積層体は、陰極線管表示装置（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プ
ラズマディスプレイ（ＰＤＰ）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）、フ
ィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）、タッチパネル、電子ペーパー、タブレッ
トＰＣ等に好適に適用することができる。
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